
彦根市告示第 15 号 

 彦根市設計違算に関する事務取扱要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和 6 年 2 月 20 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

彦根市設計違算に関する事務取扱要綱の一部を改正する告示 

 

彦根市設計違算に関する事務取扱要綱(平成 29 年彦根市告示第 33 号)の一部を次のように改

正する。 

第 6 条第 1 項に次のただし書を加える。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札の手続を続行し、契約を締結す

ることができるものとする。 

第 6 条第 1 項に次の各号を加える。 

(1) 落札者に変更が生じず、かつ、当該設計違算の内容および金額の誤りが軽微であるとき。 

(2) 当該入札が積算疑義申立手続要綱第 3 条第 1 項に規定する積算疑義申立てを行うことが

できる期間を設けた入札であり、かつ、落札者が当該契約の締結を希望するとき。 

第 6 条第 2 項を次のように改める。 

2 前項ただし書の規定により当該入札の手続を続行する場合においては、落札金額により契約

を締結し、訂正後の設計金額に落札率を乗じた金額により変更契約を締結するものとする。 

第 7 条第 1 項ただし書中「ときは、」の次に「訂正後の設計金額に落札率を乗じた金額によ

り」を加え、同項に次の 1 号を加える。 

(4) 当該契約が積算疑義申立手続要綱第 3 条第 1 項に規定する積算疑義申立てを行うことが

できる期間を設けた入札に係る契約であり、かつ、契約の相手方が変更契約の締結を希望

するとき。 

第 8 条中「、第 6 条第 2 項の規定により契約を締結する場合」を「ならびに第 6 条第 2 項」

に、「前条ただし書」を「前条第 1 項ただし書」に改める。 

付 則 

1 この告示は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の彦根市設計違算に関する事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告ま

たは指名通知をする入札およびその契約について適用し、同日前に公告または指名通知をし

た入札およびその契約については、なお従前の例による。 


